
南部警察署協議会  令和７年度第４回定例会議 議事概要

開　催　日 令和８年２月２５日（水）

開 催 場 所 南部警察署会議室

  協議会　会長及び委員  ５名
 出　席　者 警察署　署長、次長、課長、係長等　７名

議事概要等 １  令和７年１０月から１２月の業務推進状況等説明 
 (1)  警務課関係　 
　　・　警察安全相談 
　　・　広聴関係取扱状況 
　　・　警務業務活動、行事等 
 (2)  会計課関係　 
　　・　遺失、拾得取扱状況 
　　・　警察施設の環境整備状況 
 (3)  刑事生活安全課関係　 
　　・　全国地域安全運動における啓発活動 
　　・　犯罪抑止総合対策の推進 
　　・　被疑者の検挙状況 
　　・　犯罪の発生状況 
　　・　変死事件取扱い件数 
 (4)  地域交通課関係 
　　・　当署１１０番受理件数 
　　・　山岳遭難・水難事故発生状況 
　　・　地域警察官による主な街頭活動等 
　　・　交通事故発生状況 
　　・　道路別発生状況 
　　・　主な交通事故抑止対策等　　　 
 (5)  警備課関係 
　　・　令和７年度関東管区広域緊急援助隊合同訓練の実施
　　　について 
　　・　警護訓練の実施について 
　　・　外国人が働く管内企業及び技能実習生に対する各種
　　　対策の実施について 
２　意見・要望等 
 (1)  ３月２８日に富士川クラフトパークの切り絵美術館でイ
　　ベントがあり、イベント時は付近の道路が大渋滞するが、
　　主催者側は警備を出さないので、行政的な指導をして欲し

 　　い。
 　　【回答】

 　　　現地を確認し適切に対処していく。
  (2)  電話詐欺が多発している。

　　　これからの時期、地区の総会等が開催されるため、そう
　　いった地元のコミュニティと連携して、啓発活動を行って

 　　欲しい。
　　　また、若い世代に対し、闇バイト等に関わらないように

 　　注意喚起を行って欲しい。　　　
 　　【回答】

　　　電話詐欺については南部町に関わらず、県内全域で多発
　　しており、町に対し、なるべく１日数回の広報等の依頼を

 　　行ったり、地域において防犯教室を実施したりしている。
　　　また、若い世代に対しては、実際に中学校や高校等を訪



　　問し、ＳＮＳの正しい利用方法や闇バイトに関する注意喚
 　　起を既に行っているため、継続して行きたい。

 (3)　今年の４月から１６歳以上の自転車運転者の交通違反に
　　対し、反則切符が適用されることになるが、実際のところ、
　　高齢者等はルールを理解しおらず、右側を走ったり左側を

 　　走ったりしているのが現状である。
　　　また、どういった場合には歩道を通行してもいいものか。 

     【回答】
　　　自転車については自動車と同じルールが適用されるため
　　原則は左側通行であり右側通行は違反になってしまうが、
　　警察庁では悪質な違反等を除いて、指導警告の方針である。 
    　また、自転車歩道通行可の標識がある歩道以外は、車道
　　を通行するのが原則であるが、車道を通行するのが危険な
　　場合であったり、子どもや高齢者については歩道を通行す

 　　ることが出来る。
 (4)  車を運転していると横断歩道に自転車がいることがある
　　が、車両と同じ扱いであれば特に停止する必要はないのか。 

 　　【回答】
　　　横断歩道にいる自転車については、自転車に跨がってい
　　る場合は車両とみなし、停止する必要はないが、実際には、
　　自転車から降りているのかを判断するは難しいため、自転

 　　車が横断歩道にいた場合も譲ることを推奨したい。
 (5)　自転車のルールに関し、学生に対しては学校を訪問し、
　　安全教室等を行っていると思うが、社会人に対してはどの

 　　ように周知させていくのか。
 　　【回答】

　　　学生に対しては引き続き、学校を訪問し、安全教室等を
 　　実施していきたい。

　　　社会人に対しては、警察庁の発行する自転車ルールブッ
 　　ク等を活用し、広報啓発活動を実施していきたい。

 ３　令和８年度業務重点について、委員らから答申を受けた。

　　　　　【会長挨拶】　　　　　　　　　　　　【署長挨拶】 


